
 

平成２８年度 事業計画書 

１ 事業の方針 

(１) 活動の基本 

 介護保険制度が施行されて１５年が経ちました。日光市内において事業所がたくさんでき、ご利

用される方にとっては、ご自分に合ったサービス事業所を選ぶことができます。 

しかし、訪問介護においては、サービス支援内容に制限があり、突然一人住まいの親が体調を

崩され家事ができなくなった場合、支援できる事業所が少ないのです。これからの１０年間は超高

齢社会に進み、ますます使いたいサービスもヘルパー不足で使えない状況になります。 

住み慣れた自宅でいつまでも生活したい人は、たくさんいらしゃると思います。 

私たちは、地域の福祉系事業所、医療機関と連携して、緊急時や公的サービスが使えない時

等、臨機応変に、支えが必要な人たちをふれあいサービスで、これからも支援し活動を進めてい

きます。 

これからも、｢困ったときはお互いさま｣の理念を基本とし、活動を進めてまいります。 

 

(２) 事業実施の方針 

* ふれあい事業は、住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、公的サービスでできないこと 

を、枠外サービスで支援していきます 

居場所「ほっとウエーブ」は、日中 1人で過ごしている高齢者や障がい者、子育てに悩まれてい 

る方、年齢に関係なく誰でも気軽に利用できる居場所を週３回(火、水、木)実施します。 

 また、毎月第２月曜日（午前１０～１２時）は、にっこう認知症・若年性認知症の家族の会の相談

日として、場所をお貸しします。 

観光に来た障がい者や高齢者の車椅子介助、温泉への入浴は、無料で介助します。そして楽 

しい思い出となりますよう支援していきます。 

* 訪問介護事業は、ご利用者の生活を尊重し、寄り添った支援を行います。特に、訪問介護は、 

ホームヘルパーの技術を常に向上させるよう全員が取り組みます。県市他団体等の研修に積極

的に参加していきます。 

* 通所介護事業は、ご利用者一人一人の個性を大切にし、心身の健康が保たれ、楽しく豊かな時 

間を過ごしていただきます。 

２８年４月から、介護保険の制度改正により小規模デイから地域密着型デイへと変わりま 

した。地域住民やボランティア団体との連携・協力、地域との交流がより求められることに

なります。 

* 居宅介護支援事業は、ご利用者が、要介護度の重い軽いに関係なく、各々の身体状態を維持 

し、できる限り在宅で自立した生活が送れるよう他事業所と連携しながら支援していきます。 

* 障害福祉サービス事業は、障害者総合支援法にそってご利用者が、安心安全に在宅生活が送 

れますよう家事援助、身体介護、視覚障がい者の同行援護、外出する時の移動支援等の活動をし

ていきます 

* 介護に携わる会員の知識・技能と、サービスの質を向上させるため、研修を重ねていきます。 

* 県内外で実施される福祉に関する研修会は、積極的に参加します。 

 

(３) 他団体との交流その他の活動 

* 市内の NPO と連携し、新地域総合支援事業が、市民のための使い勝手の良いサービスとなる 

ために、話し合い、研修会等へ積極的に参加します。 

* 市内はもちろん県内外の NPO法人、ボランティア団体との交流と情報交換を行います。 

* ２９年７月までに認定ＮＰＯ法人申請に向けて書類作成を進めていきます。 

* これからの事業継続性を考えるにあたり、設置設備等を継続検討していきます。 

* 毎月のイオン黄色いレシートキャンペーン運動を積極的に進めます。 

* ボランティア市民活動フェスタ２０１６に参加します。 

* フードバンク日光と連携し、生活困窮者の支援をしていきます。 

   * 日光コミュニティケア研究会に参加していきます。 



 

２ 事業の実施に関する事項 

（１） 特定非営利活動に係る事業 

 

 

事業名 

 

事業内容 

実施予

定日時 

実施予定

場所 

従 事 者

の 予 定

人数 

受益対象者

の範囲及び

予定人数 

支出見込

み額 

（千円） 

１家事援助及び介

護等の事業 

① ふれあい事業 

会員同志が助けあう

相互扶助の精神に基

づき、活動会員が利用

会員の家事援助や介

護等を行う。 

② 日光市生活支援 

ホームヘルプ事業 

 ひとり暮らしの高齢者 

の家事援助、及び入

院したとき、身の回りの

世話をするホームヘル

プ事業。日光市から委

託を受け活動を行う。 

③ 日光市高齢者住 

宅生活援助員派遣事業 

 シルバーハウジング

の入居者の安否確認

や日常の生活援助を

行う事業。日光市から

の委託事業を行う。 

④ 居場所「ほっとウエ 

ーブ」、と、高齢者・障

がい者の日光観光を

支援する。 

H28.4～

H29.3 

 

 

 

 

H28.4～

H29.3 

 

 

 

 

 

 

H28.4～

H29.3 

 

 

 

 

 

H28.4～

H29.3 

 

 

市 内 

その他 

 

 

 

 

市 内 

 

 

 

 

 

 

 

市営豊田

住宅  

 

市営倉ヶ

崎住宅 

 

 

市 内 

 

42名 

 

 

 

 

 

  12名 

 

 

 

 

 

 

 

8名 

 

 

 

 

 

 

名 

市 内 

その他 

 延 4７0名 

4,１00時間 

 

 

市 内 

延  2２５名 

１,200時間 

 

 

 

 

 

ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ

入居者 

豊田住宅 

11 世帯 14名 

倉ヶ崎住宅 

16 世帯 19名 

 

市 内 

延 600名 

800時間 

9,808 

 

 

 

 

  

2,200 

 

 

 

 

 

 

 

5,264 

 

 

 

 

 

 

900 

２産前産後等の支

援と子供の世話 

 

 

会員同志が助けあう相

互扶助の精神に基づき

活動会員が利用会員の

子供の世話を行う。 

H28.4～

H29.3 

 

 

市 内 

   

 5名 市 内 

2名 

530時間 

0 

３介護保険事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 訪問介護 

 介護保険法に基づく

ホームヘルプの活

動を行う。 

② 通所介護 

 介護保険法に基づく

デイサービスの活動

を行う。主な行事 

・桜のお花見 

・つつじのお花見・ 

  ・紫陽花見学 

・七夕祭り 

・夏祭り 

・紅葉狩り 

H28.4～

H29.3 

 

 

H28.4～

H29.3 

 

 

4月 

5月 

6月 

7月 

8月 

9月 

市 内 

 

 

 

ウエーブデ

イサービス

センター 

 

 

 

 

 

 

 

28名 

 

 

 

13名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 内 

延 630名 

5,300時間 

 

市 内 

定員 15名 

   308日 

 延 2,500名 

 

 

 

 

 

 

15,474 

 

 

 

24,288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・りんご狩り 

・室内での創作活動 

・クリスマス会家族会 

・新年会 

・節分祭 

・ひな祭会・ 

・誕生会・外出・手作 

業・体操・歌・カレン 

ダー作り 

・運営推進会議 

③ 居宅介護支援 

 介護保険法に基づく

ケアマネジメントの

活動を行う。 

・コミュニティケア研究会・

ケアマネジャー連絡協

議会・サービス事業者

連絡協議会・地域包括

支援センター等の研修

への参加 

10月 

11月 

12月 

１月 

2月 

3月 

随 時 

 

 

年 ２回 

H28.4～

H29.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 内 

延1,000名 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,844 

    

 

４障がい福祉サー 

ビス事業 

 

 

 

・障害者総合支援法に

基づき、身体障がい者

の身体介護・同行援護 

及び家事援助の活動

を行う。 

・日光市移動支援 

 身体障がい者の外出 

通院介助の活動を行う 

H28.4～

H29.3 

 

 

 

 

 

 

市 内 

 

 

 

 

市 内 

  25名 

 

 

 

 

  20名 

市 内 

 延 350名 

 3,600時間 

 

 

市 内 

延  230名 

2,500時間                                                                                 

12,265 

 

 

 

 

5,200 

 

 

５福祉政策に対す 

る提言活動 

福祉政策のあり方や気

づいたことを市等に提

言する。 

随 時 市 内   0 

６福祉知識の普及 

 

毎月ヘルパー研修 

・事例研修会 

・介護保険事業所につ

いて（他事業所を知る） 

・ストレス対処法 

・新人研修（ハンドブッ

ク使用） 

・暑気払い交流会 

・骨盤体操 

・災害時のヘルパー活

動の対処法について 

・食品保存法について 

・介護度における利用

の範囲について 

・一品持ち寄り 

・機関紙“ゆめ夢通信 

により普及に努める。 

H28 

 ４月 

 ５月 

 

 ６月 

 ７月 

 

8月 

９月 

１０月 

 

１１月 

H29.2 

 

 ３月 

年４回 

発行 

   220 

７介護技術の修得 

 

・知識・技能を向上さ

せる為ため、各種研修

会等に参加する。 

H28.4～

H29.3 

 

 

 

 

 

 

 

 757                               

 

 



・介護技術アップ研修 

・身体介護技術研修 

・機能訓練指導者研修 

・難病研修 

・認知症を理解する 

・介護員中堅者研修 

・日光市介護ｻｰﾋﾞｽ事

業者連絡協議会・研修

会 

・日光地区ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ

連絡協議会・研修会 

・日光コミュニティ研究

会研修 

 

 

 

 

  

８他団体との交流

事業 

 

・各 NPO団体の行事

に参加 

・地域コミュニティケア

研究会 

・地元自治会行事参加 

・とちぎ地域福祉ネット

連絡会・研修会 

・日光市民活動団体交

流会 

･日光小規模福祉会 

・とちぎＶネットの交流 

 寄付ハイク参加 

・にっこう認知症・若年

性認知症の家族の会

参加 

随 時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

９会員等の親睦事

業 

・ふれあいコンサート 

・新年交流会 

・障がい者交流会 

H28.5 

H29.1 

 

市 内 

市 内 

市 内 

 

 

 

 

70 

 

10 その他目的を達

成するために必

要な事業 

・理事会の開催 

・ゆめ夢通信の発行 

・とちぎ福祉ネット協議会 

・認定ＮＰＯ法人取得活動 

・フードバンク日光定例会 

・訪問介護員研修・ミーテ

ィング 

・デイサービス担当者打ち

合わせ・研修 

・各担当者合同打合せ 

・イオン黄色いレシートキャ

ンペーン参加 

年 4回 

年 4回 

月 1回 

随 時 

ﾃﾞｲｰｻｰﾋﾞｽ 

事務所 

 

県 内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800 

 

 

 

(3)その他 

  ・福祉有償運送運転者講習会 講師派遣 

  ・ボランティアフェスタ２０１６の 実行委員派遣 

  ・にっこう認知症・若年性認知症の家族の会 監事 


